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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロータリエンコーダシステム（４）であって、
　－回転軸（２）に沿って延在する回転シャフト（１）の回転角度位置及び／又は角速度
を記録するためのものであって、
　－前記回転シャフトにおいて少なくとも２つの光学マーク（５）を備え、
　－ピクセル点（８）を有するピクセルマトリクス（７）を有する光学センサ（６）を備
え、
　－前記ピクセルマトリクス上で略軸方向（１１）において各マークをマーク画像（１３
）として撮像するための撮像デバイス（９）を備え、
　－前記回転角度位置及び／又は前記角速度に関してデータを確定するために、前記ピク
セルマトリクスを読み取り、評価するための評価デバイス（１５）を備え、
　－前記マーク、前記撮像デバイス、及び前記ピクセル点は、前記ピクセルマトリクス上
の前記マーク画像が少なくとも１ピクセル点のエリアを有するように具現化される、ロー
タリエンコーダシステム（４）において、
　－前記評価デバイスは、サブマトリクス分割を有する前記ピクセルマトリクス上で前記
マーク画像の重心（１６）の位置を確立するように具現化されることを特徴とする、ロー
タリエンコーダシステム。
【請求項２】
　前記マーク、前記撮像デバイス、及びピクセル点は、前記マーク画像が、
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　－１ピクセル点のエリアの最大１００倍のエリアを有し、かつ／又は、
　－１ピクセル点のエリアの少なくとも１倍のエリアを有する
ように具現化されることを特徴とする、請求項１に記載のロータリエンコーダシステム。
【請求項３】
　－前記ピクセルマトリクスは、最大１２８×１２８ピクセル点を有し、かつ／又は、
　－前記評価デバイスは、最大１２８×１２８ピクセル点に対応する数を読み取り、かつ
／又は、評価するように具現化される
ことを特徴とする、請求項１又は２に記載のロータリエンコーダシステム。
【請求項４】
　各マークは、前記回転軸に対してある角度の表面（３）上に配置されることを特徴とす
る、請求項１～３のいずれか１項に記載のロータリエンコーダシステム。
【請求項５】
　各マーク、前記ピクセルマトリクス、及び前記撮像デバイスは、可視スペクトルにおい
て及び／又はＩＲスペクトルにおいて及び／又はＵＶスペクトルにおいて光学的に有効で
あることを特徴とする、請求項１～４のいずれか１項に記載のロータリエンコーダシステ
ム。
【請求項６】
　各マークは丸いことを特徴とする、請求項１～５のいずれか１項に記載のロータリエン
コーダシステム。
【請求項７】
　前記マークは、補色を有する隣接表面によって形成されることを特徴とする、請求項１
～６のいずれか１項に記載のロータリエンコーダシステム。
【請求項８】
　まさに２つのマークが存在することを特徴とする、請求項１～７のいずれか１項に記載
のロータリエンコーダシステム。
【請求項９】
　少なくとも２つのマークは、異なるサイズ及び／又は異なる形態の前記少なくとも２つ
のマークのエリアを有すること、及び／又は、少なくとも３つのマークが存在すること、
及び／又は、前記少なくとも３つのマークは、前記回転軸の周りに互いから同じ角度距離
に全てが配置されるわけではないことを特徴とする、請求項１～８のいずれか１項に記載
のロータリエンコーダシステム。
【請求項１０】
　前記マークは、前記回転軸に対して、同じ距離にかつ／又は半径方向に対称性を有する
ように配置されることを特徴とする、請求項１～９のいずれか１項に記載のロータリエン
コーダシステム。
【請求項１１】
　前記評価デバイスは、マーク画像によるピクセル点の部分的カバレッジを評価すること
によって、前記ピクセルマトリクス上で前記マーク画像の重心（１６）の位置を確立する
ように具現化されることを特徴とする、請求項１～１０のいずれか１項に記載のロータリ
エンコーダシステム。
【請求項１２】
　前記評価デバイスは、マーク画像を記述する個々のピクセル点のグレイスケール値を評
価することによって、前記ピクセルマトリクス上で前記マーク画像の重心（１６）の位置
を確立するように具現化されることを特徴とする、請求項１１に記載のロータリエンコー
ダシステム。
【請求項１３】
　前記評価デバイスは、マーク画像を記述する個々のピクセル点の位置を、前記個々のピ
クセル点のそれぞれの輝度値に基づいて重み付けすることによって、前記ピクセルマトリ
クス上で前記マーク画像の重心（１６）の位置を確立するように具現化されることを特徴
とする、請求項１１に記載のロータリエンコーダシステム。
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【請求項１４】
　前記評価デバイスは、前記ピクセルマトリクス上の前記マーク画像の重心から、前記回
転シャフトの、回転角度位置及び／又は回転角度変化及び／又は角速度及び／又は角加速
度についての測定値を生成するように具現化されることを特徴とする、請求項１～１３の
いずれか１項に記載のロータリエンコーダシステム。
【請求項１５】
　前記評価デバイスは、前記ピクセルマトリクス上の前記マーク画像の重心から、前記回
転シャフトの、回転角度位置及び／又は回転角度変化及び／又は角速度及び／又は角加速
度についての測定値を、三角法によって生成するように具現化されることを特徴とする、
請求項１４に記載のロータリエンコーダシステム。
【請求項１６】
　ロータリエンコーダであって、
　－請求項１～１５のいずれか１項に記載のロータリエンコーダシステムにおいて使用す
るための、
　－回転軸（２）に沿って延在する回転シャフト（１）の回転角度位置及び／又は角速度
を記録するための、そして、
　－回転シャフトの少なくとも２つの光学マーク（５）を撮像するためのものであり、
　－ピクセル点（８）を有するピクセルマトリクス（７）を有する光学センサ（６）を備
え、
　－前記ピクセルマトリクス上で略軸方向（１１）において各マークをマーク画像（１３
）として撮像するための撮像デバイス（９）を備え、
　－前記回転角度位置及び／又は角速度に関するデータを確定するために、前記ピクセル
マトリクスを読み取り、評価するための評価デバイスを備え、
　－前記撮像デバイス及びピクセル点は、前記ピクセルマトリクス上の前記マーク画像が
少なくとも１ピクセル点のエリアを有するように具現化される、ロータリエンコーダにお
いて、
　－前記ピクセルマトリクス及び／又は
　－前記評価デバイスは、
　－請求項１～１５のいずれか１項により具現化される
ことを特徴とする、ロータリエンコーダ。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　本発明は、回転軸を中心に回転する回転シャフトの回転角度位置を記録するためのロー
タリエンコーダシステムに関する。
　従来技術は、光学手段によって、回転シャフト上のマークを追跡するロータリエンコー
ダシステムを開示している。
【０００２】
　本発明の目的は、改良型ロータリエンコーダシステムを提供することである。
　冒頭で述べたタイプのロータリエンコーダシステムから進展して、この目的は、請求項
１に記載のロータリエンコーダシステム及び請求項１４に記載のロータリエンコーダによ
って達成される。有利な実施形態は、更なる従属請求項に記載される。
【０００３】
　本発明によるロータリエンコーダシステムは、回転軸に沿って延在する回転シャフトの
回転角度位置及び／又は角速度を記録するためのロータリエンコーダシステムであり、該
ロータリエンコーダシステムは、回転シャフトに少なくとも２つの光学マークを備え、ピ
クセル点を有するピクセルマトリクスを備える光学センサを備え、ピクセルマトリクス上
で略軸方向において各マークをマーク画像として撮像するための撮像デバイスを備え、回
転角度位置及び／又は角速度に関するデータを確定するために、ピクセルマトリクスを読
み取り、評価するための評価デバイスを備え、マーク、撮像デバイス、及びピクセル点は
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、ピクセルマトリクス上のマーク画像が少なくとも１ピクセル点のエリアを有するように
具現化され、評価デバイスは、ピクセルマトリクス上でマーク画像の重心の位置を確立す
るように具現化される。特に、ピクセルマトリクス上のマーク画像の重心は、サブマトリ
クス分類によって確立することができる。
【０００４】
　ピクセル点のサイズ、マークのエリア、及び撮像デバイスは、上述した最小エリアが、
マーク画像によってピクセルマトリクス上に形成されるように互いに対して整合させられ
る。
【０００５】
　略軸方向における撮像とは、回転軸に対する観察角度が、特に４５°未満、特に１０°
未満、特に２°未満、特に０°である状態で、実質的に回転軸の延長線に沿って実施され
ることを意味する。
【０００６】
　ピクセルマトリクスとは、評価されるべきピクセルマトリクスの最大フィールドを意味
する。読み出し及び／又は評価のために使用されない行又は列は、原則として、本発明の
ピクセルマトリスクの一部とはみなされない。
【０００７】
　マーク画像について、エリアとは、マーク画像の全体エリアの大きさについての値を意
味する。ピクセル点について、エリアとは、直に隣接する４つのピクセル点のエリア重心
がまたがる矩形のエリアの大きさについての値を意味する。
【０００８】
　サブマトリクス分割とは、重心の位置が、ピクセルフィールドの分解能より高い分解能
で、特に複数倍の分解能で、すなわち例えば、２倍の、４倍の、又は８倍の分解能で、ピ
クセルフィールド内に確立されることを意味する。これは、ピクセルポイントの部分的カ
バレッジによって生じる輝度の制限された変化によってマトリクス画像が検出されること
により、ピクセルポイントの部分的カバレッジに基づいて達成することができる。特に、
各マークは暗くてもよく、特に黒色であってもよく、その一方で、マークの背景は明るく
、特に、白色、薄灰色、又は銀色である。特に、評価デバイスは、マーク画像による隣接
するピクセル点の部分的カバレッジを評価することによって、特に、少なくとも部分的に
カバーされるピクセル点のグレイスケール値を判定することによって、また、その後、こ
れらのピクセル点を重み付けすることによって、ピクセルマトリクス上で個々のマーク画
像の重心の位置を確立するように具現化することができる。
【０００９】
　所定の角度分解能の場合、マーク画像の重心のサブマトリクス評価は、制限されたサイ
ズを有するピクセルマトリクスの使用を可能にする。制限されたサイズを有するピクセル
マトリクスのこの使用は、データレートが低減され、ピクセルマトリクスがより迅速に読
み出される可能性がある点で有利である場合があり、したがって、より高い測定繰返しレ
ートが提供される可能性があり、角度精度が減少する。データレートは、ピクセルマトリ
クスの行の２乗に比例して増加する。ピクセルマトリクスの、又は、１２８×１２８より
多いピクセル点に対応する数を有する領域の十分に迅速な評価が、特定の状況において意
味のある方法ではもはや可能でないことが見出された。特定の状況下では、読み取り速度
と角度分解能との間の非常に良好なバランスが、６４×６４ピクセルアレイに関して得る
ことができる。１６×１６ピクセルアレイの場合、非常に迅速な読み出しによる±０．５
°の角度分解能が、特定の状況下でもやはり達成される可能性がある。
【００１０】
　特に、評価デバイスは、一定の時間間隔でピクセルマトリクスを読み取り、評価するよ
うに具現化することができる。これらの一定の時間間隔は、測定値の更新された再製のた
めのロータリエンコーダシステムの繰返しレートを形成することができる。異なる時刻か
らのピクセル画像は、時間が一定である読み出しの中間結果であり得る。
【００１１】
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　好ましくは、ロータリエンコーダシステム及び評価デバイスは、１０００ヘルツ（１秒
あたりの測定値）より大きな、又は１００００ヘルツより大きな若しくは１０００００ヘ
ルツより大きな値の繰返しレートを提供するように具現化することができる。
【００１２】
　マークの光学的獲得は、角度検出が非接触方式で実施されることができる点、及び／又
は、角度検出が、ガラス分離部を介して空間内で分離された方法でも行われ得る点、及び
／又は、角度検出が、例えばテレフォトレンズによって、マーク間隔の例えば、少なくと
も１０倍、１００倍、１０００倍、１００００倍、又は１０００００倍の比較的長い距離
にわたって行われ得る点、において有利である可能性がある。
【００１３】
　少なくとも２つのマークの使用は、シャフトの振動及び／又は非心出し式（ｎｏｎ－ｃ
ｅｎｔｅｒｅｄ）撮像に関して、検出が安定している点で有利である可能性がある。
　好ましくは、マーク画像は、ピクセル点のエリアの最大でも１００倍、特に最大でも６
４倍、特に最大でも３６倍、特に最大でも１６倍、特に最大でも４倍、特に最大でも１倍
のエリアを有する。
【００１４】
　ピクセルマトリクス上でのマーク画像のサイズについてのこの制限は、ピクセルマトリ
クスの低減及び／又はピクセルマトリクス上で読み出される部分の低減を可能にすること
ができるが、角度分解能は同じ程度に減少させない。したがって、角度分解能と繰返しレ
ートとの間の関係が最適化され得る。
【００１５】
　好ましくは、マーク画像は、ピクセル点のエリアの、少なくとも１倍、特に少なくとも
２倍、特に少なくとも４倍、特に少なくとも１６倍のエリアを有する。
　これは、より多くのピクセル点を使用して重心を計算することができるため、評価がよ
り正確になる点で有利である可能性がある。
【００１６】
　好ましくは、ピクセルマトリクスは、最大で１２８×１２８ピクセル点、特に最大で６
４×６４ピクセル点、特に最大で３２×３２ピクセル点、特に最大で１６×１６ピクセル
点、特に最大で８×８ピクセル点を有する。
【００１７】
　これは、十分に高い角度分解能を提供するのに十分であり得るとともに、本発明の読み
取り速度、したがって測定繰返しレートを更に増加させる点で有利である場合がある。
　最大でＮ×Ｎピクセル点のピクセルマトリクスとは、Ｎ×Ｎ点を有するピクセルマトリ
クス、又は、より大きなピクセルマトリクスであって、そのマトリクスの中のＮ×Ｎの領
域のみが読み取られるものを意味する。
【００１８】
　好ましくは、評価デバイスは、最大で１２８×１２８ピクセル点に対応する数を、特に
最大で６４×６４ピクセル点に対応する数を、特に最大３２×３２ピクセル点に対応する
数を、特に最大１６×１６ピクセル点に対応する数を、特に最大８×８ピクセル点に対応
する数を、特に最大４×４ピクセル点に対応する数を、特に最大２×２ピクセル点に対応
する数を、読み取り、かつ／又は、評価するように具現化される。
【００１９】
　ピクセルマトリクスの残りのピクセル点は、読み取られず、かつ／又は、評価されず、
したがって、繰返しレートの低下を意味もなくもたらさない。これは、十分に高い角度分
解能を提供するのに十分である場合があり、また、本発明の読み取り速度、したがって測
定繰返しレートが更に増加させられる点で有利である場合がある。
【００２０】
　好ましくは、各マークは、回転軸に対してある角度の仮想の又は現実の表面上に、特に
、回転軸に垂直な表面上に、特に、回転軸の端表面上に配置される。これは、撮像が簡単
になる点で有利である可能性がある。
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【００２１】
　好ましくは、各マークは、背景に関して、可視スペクトルにおいて及び／又はＩＲスペ
クトルにおいて及び／又はＵＶスペクトルにおいて輝度又は色差を有する光学的マークで
ある。特に、マークは、暗くてもよく、特に黒色であってもよく、その一方で、マークの
背景は、明るく、特に、白色、薄灰色、又は銀色である。マークは、黒色背景上の白色マ
ークとして形成されてもよく、その逆であってもよい。好ましくは、ピクセルマトリクス
及び撮像デバイスは、相応して、同じ光学スペクトルにおいてアクティブである。これに
より、マークの簡単な撮像及び検出を簡略化できる。
【００２２】
　好ましくは、各マークは、塗りつぶされた丸い形態を有する。これにより、マーク画像
によるピクセル点の部分的カバレッジの評価及び／又は重心の補間を簡略化できる。
　回転軸に対して中心の、マークの円形の線の形態もまた実行可能である。
【００２３】
　好ましくは、マークは、補色を有する隣接する表面によって、特に白色と黒色の半円表
面によって、形成される。白色と黒色の半円表面は組み合わされて、回転軸と略同心の円
形表面を形成する。
【００２４】
　好ましくは、まさに２つのマークが存在する。これは、角度移動が、ほとんど評価費用
なしで、かつ、高い繰返しレートで追跡され得る点で有利である可能性がある。
　好ましくは、少なくとも２つのマークは、異なるサイズ及び／又は異なる形態の当該マ
ークのエリアを有する。これは、現在の角度の一意的な確定が常に可能である点で有利で
ある可能性がある。
【００２５】
　好ましくは、少なくとも又はまさに３つのマークが存在する。これは、現在の角度の一
意的な確定が常に可能である点で有利である可能性がある。
　好ましくは、使用されるときに、該少なくとも３つのマークは、回転軸の周りに互いか
ら同じ角度位置に全てが配置されるわけではない。これは、現在の角度の一意的な確定が
常に可能である点で有利である可能性がある。
【００２６】
　好ましくは、各マークは、回転軸から同じ距離を有する。これは、最大角度分解能が達
成される点で有利である可能性がある。
　好ましくは、各マークは、回転軸に対して半径方向に対称性を有するように配置される
。これは、最大角度分解能が達成される点で有利である可能性がある。
【００２７】
　好ましくは、評価デバイスは、マーク画像によるピクセル点の部分的カバレッジを評価
することによって、特に、１つのマーク画像を記述する複数のピクセル点のグレイスケー
ル値を評価することによって、特に、１つのマーク画像を記述する個々のピクセル点の位
置を、個々のピクセル点のそれぞれの輝度値に基づいて重み付けすることによって、ピク
セルマトリクス上でマーク画像の重心の位置を確立するように具現化される。
【００２８】
　これは、重心の位置がサブマトリクス分割において確立されることができ、その結果と
して、より少数のピクセルが同じ分解能について必要とされる点で有利である可能性があ
る。
【００２９】
　原則として、重心は、マーク画像が接触する全てのピクセル点であって、ピクセル点の
輝度値がある閾値を超える、全てのピクセル点のｘ位置及びｙ位置の単純な平均によって
形成され得る。しかしながら、ピクセル画像は、グレイスケール値画像又はカラー画像と
して便宜上記録される。結果として、マーク画像が接触するピクセル点は、マーク画像の
結果としてピクセル点の輝度値の変化に対応する重み係数を割り当てられることができる
。重心の更に一層正確な確定は、こうして重み付けされたマーク画像が接触する全てのピ
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クセル点にわたってｘ位置及びｙ位置を平均することによって生じ得る。
【００３０】
　好ましくは、評価デバイスは、ピクセルマトリクス上のマーク画像の重心から、回転シ
ャフトの回転角度位置及び／又は回転角度変化及び／又は角速度及び／又は角加速度につ
いての測定値を、特に三角法によって、かつ／又は、特に、１つ又は複数の先行するピク
セル画像の測定値又は重心と比較することによって、生成するように具現化される。
【００３１】
　好ましくは、評価デバイスは、重心の位置、ならびに／又は、１つ又は複数の時間オフ
セットを適用したピクセル画像のマーク画像の画像範囲に関するデータ、ならびに／又は
、回転角度位置及び／もしくは角速度に関する特定のデータから、マークの数であって、
後続のピクセル画像についてのマーク画像が、当該マークの数以内で少なくとも部分的に
予想される、当該マークの数に特に対応するピクセルマトリクスの１つ又は複数の部分を
確定するために、また、この後続のピクセル画像についてのピクセルマトリクスの該１つ
又は複数の部分を評価するだけのために具現化される。
【００３２】
　関心領域とも呼ばれるこの方法は、データレートが更に低減され得るとともに、繰返し
レートが増加され得る点、及び／又は、ほぼ一定のデータレートの場合にピクセルマトリ
クス内のより多数のピクセルによって分解能が増加され得る点で有利である可能性がある
。
【００３３】
　本発明によるロータリエンコーダは、上述したようにロータリエンコーダシステムにお
いて使用するための、回転軸に沿って延在する回転シャフトの回転角度位置及び／又は角
速度を記録するための、そして、回転シャフトにおいて少なくとも２つの光学マークを撮
像するためのロータリエンコーダであり、ピクセル点を有するピクセルマトリクスを有す
る光学センサを備え、ピクセルマトリクス上で略軸方向において各マークをマーク画像と
して撮像するための撮像デバイスを備え、回転角度位置及び／又は角速度に関してデータ
を確定するために、ピクセルマトリクスを読み取り、評価するための評価デバイスを備え
、撮像デバイス及びピクセル点は、ピクセルマトリクス上のマーク画像が少なくとも１ピ
クセル点のエリアを有するように具現化され、ピクセルマトリクス及び／又は評価デバイ
スは、上述したように具現化することができる。
【００３４】
　本発明の更なる特徴は図面に記載される。
　それぞれ述べた利点はまた、本明細書では記載されてい特徴の組み合わせについても実
現され得る。
【００３５】
　本発明の例示的な実施形態は、図面において示され、以下でより詳細に説明される。こ
こで、個々の図面の同じ符合は、互いに対応する要素を示す。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】回転シャフトを有するロータリエンコーダシステムを示す図である。
【図２】マーク画像を有するピクセルマトリクスを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
［図面の詳細な説明］
　図１は、回転シャフト１を有するロータリエンコーダシステム４を示す。回転シャフト
は、回転シャフトの回転軸２を中心に回転可能な方法で取付けられ、回転軸に垂直に配置
された回転軸の明るい端表面３上に２つの丸い黒マーク５を有する。撮像デバイス９は、
撮像光線１２で示すように、センサ６のピクセルマトリクス７上で軸方向１１においてマ
ークを撮像するレンズ要素１０を備える。ピクセルマトリクス上の画像は、評価デバイス
１５によって読み取られ、評価される。
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【００３８】
　図２は、１６×１６ピクセル点８を有するピクセルマトリクス７を示す。マークのサイ
ズ、撮像デバイス、及びピクセル点のサイズは、マークの撮像された２つのマーク画像１
３が、回転軸が回転する場合でかつマーク画像１３がピクセル点のエリアの約２．５倍の
エリアを有する場合に、ピクセルマトリクス上に常に形成されるように互いに対して整合
される。仮想の撮像された回転シャフト円周１４が例証のために示されている。
【００３９】
　マーク画像によるピクセル点の部分的カバレッジは、ピクセルマトリクスに接続された
評価デバイス１５によってグレイスケール値として評価され、各マーク画像の重心座標１
６が、補間法として、複数の隣接するピクセル点のグレイスケール値から計算される。２
つのマーク画像の重心座標から、評価デバイスは、
　φ＝ａｒｃｔａｎ（（ｙ１－ｙ２）／（ｘ１－ｘ２））
によって知られている三角法に従って、回転シャフトの回転軸の周りの回転シャフトの回
転角度位置について角度値φを計算する。ここで、ｘ１及びｙ１は一方のマーク画像の重
心座標であり、ｘ２及びｙ２は他方のマーク画像の重心座標である。
【００４０】
　よって、回転角度の変化は、角度値の差として計算され、角速度は、単位時間について
の角度値の差として計算され、角加速度は、単位時間についての角速度の差として計算さ
れる。
【符号の説明】
【００４１】
　１　回転シャフト
　２　回転軸
　３　端表面
　４　ロータリエンコーダ、ロータリエンコーダシステム
　５　光学マーク
　６　光学センサ
　７　ピクセルマトリクス
　８　ピクセル点
　９　撮像デバイス
　１０　レンズ要素
　１１　軸方向
　１２　撮像光線
　１３　マーク画像
　１４　撮像された回転シャフト円周
　１５　評価デバイス
　１６　重心ライン
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